
投 票 日 　 6 月 2 2 日 （ 日 ）
投 票 時 間 　 午 前 7 時 か ら 午 後 8 時 ま で

期 日 前 投 票 所 　 お 住 ま い の 区 ・ 市 役 所 、 町 ・ 村 役 場 や そ の 出 張 所 な ど

期 日 前 投 票 期 間

6 月 1 4 日 （ 土 ） ～ 6 月 2 1 日 （ 土 ）
午 前 8 時 3 0 分 か ら 午 後 8 時 ま で

仕 事 や レ ジ ャ ー な ど で 投 票 日 に 行 け な い 方 は 、

期  日  前  投  票  が  で  き ま す 。

（  期 日 前  投 票 が で き る 日 時 は 期 日 前  投 票 所 に よ っ て 異 な り ま す 。 詳 し く は 、 区 市 町 村

　  選  挙  管  理  委  員  会  の  お  知  ら  せ  等  で  ご  確  認  く  だ  さ  い  。 ）

（ こ の 選 挙 公 報 は 、 東 京 都 議 会 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 3 8 年 東 京 都 条 例 第 3 号 ） 第 4 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 候 補 者 か ら 提 出 さ れ た 原 稿 を そ の ま ま 製 版 の 上 掲 載 し た も の で す 。 ）

	 （ 1 ）	 令 和 7 年 6 月 2 2 日 執 行

東 京 都 選 挙 管 理 委 員 会
（ 定 数  3  人 ）

東 京 都 議 会 議 員 選 挙 （ 目 黒 区 選 挙 区 ） 選 挙 公 報
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	 令 和 7 年 6 月 2 2 日 執 行	 （ 2  ）

（ こ の 選 挙 公 報 は 、 東 京 都 議 会 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 3 8 年 東 京 都 条 例 第 3 号 ） 第 4 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 候 補 者 か ら 提 出 さ れ た 原 稿 を そ の ま ま 製 版 の 上 掲 載 し た も の で す 。 ）
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